
申請者（イベント主催者等） 許可者（市）

指定喫煙所使用制限の申請手順

指定喫煙所使用制限（イベント開
催）の２週間前までに、環境推進課
へ申請してください。

申請

決定

指定喫煙所

使用制限期間告知看板 使用制限期間掲示看板

申請者は許可決定通知を受け取り後、指定喫
煙所に「告知」看板を貼付してください。
使用制限期間中は、灰皿を「耐火シート」で
覆うとともに「使用制限中」看板を貼付して
ください。

提出

熊谷市指定喫煙所使用制限報告書

受理

報告書は受理と、耐火シート、
結束ロープの返却確認を行い
ます。

告
知
期
間

使
用
制
限
期
間

貸出 耐火シートと結束ロープの貸出

申請書の内容に基づき、使用制限用の耐
火シートと結束ロープを貸し出します。

＋

耐火シートの設置

返却耐火シートと結束ロープの返却

＋

熊谷市指定喫煙所使用制限申請書

①申請書の提出
受理
環境推進課が申請を受理します。

②貼付物と耐火シートの設置 許可決定書の交付
環境推進課から許可決定書
が交付されます。

「告知」 「使用制限」
告知期間：約１週間 使用制限期間：イベント期間

使用制限期間終了後に環境推進課へ報
告書の提出と耐火シート、結束ロープ
を返却してください。

③報告書の提出等


